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○
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
事
務
取
扱
要
綱
〔
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
十
日
建
設
省
発
河
第
百
十
四
号
〕

最
終
改
正

令
和
七
年
四
月
一
日

国
水
防
第
二
千
四
十
号

国
土
交
通
事
務
次
官
通
知

（
趣

旨
）

第
一

国
土
交
通
省
所
管
の
公
共
土
木
施
設
（
港
湾
及
び
港
湾
に
係
る
海
岸
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
機
関
が
施
行
す
る
災
害
復
旧

事
業
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
原
形
復
旧
）

第
二

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
」
と
は
、
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
被
災
前
の
位
置
に
被
災
施
設
と
形
状
、
寸
法
及

び
材
質
の
等
し
い
施
設
に
復
旧
す
る
こ
と
を
い
う
。

２

法
第
二
条
第
二
項
か
つ
こ
内
に
規
定
す
る
「
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
お
い
て
当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
の
施
設
を

す
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
、
被
災
前
の
位
置
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
を
い
う
。

一

原
形
の
判
定
が
可
能
な
場
合

イ

河
川
、
海
岸
若
し
く
は
こ
れ
ら
と
効
用
を
兼
ね
る
道
路
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
橋

梁

、
水
道
、
下
水

り
よ
う

道
又
は
公
園
が
被
災
し
、
河
床
の
変
動
、
海
岸
て
い
線
の
移
動
そ
の
他
の
地
形
地
盤
の
変
動
の
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
不

可
能
な
場
合
に
お
い
て
、
法
長
若
し
く
は
延
長
を
増
加
し
、
根
継
を
し
、
陥
没
し
た
沈
下
量
の
か
さ
上
を
し
、
基
礎
工
法
を
変
更
す
る
等
形
状
若
し
く

は
寸
法
を
変
更
し
て
施
行
す
る
工
事
又
は
こ
れ
に
伴
い
材
質
を
改
良
し
て
施
行
す
る
工
事
若
し
く
は
根
固
工
、
水
制
工
、
床
止
工
、
突
堤
工
、
排
水
工
、

消
波
工
、
擁
壁
工
、
法
面
保
護
工
等
を
設
け
て
施
行
す
る
工
事

の
り

ロ

道
路
（
イ
に
規
定
す
る
道
路
を
除
く
。
）
が
被
災
し
、
地
形
地
盤
の
変
動
の
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に

お
い
て
、
法
長
若
し
く
は
延
長
を
増
加
し
、
根
継
を
す
る
等
形
状
若
し
く
は
寸
法
を
変
更
し
て
施
行
す
る
工
事
又
は
こ
れ
に
伴
い
材
質
を
改
良
し
て
施

行
す
る
工
事
若
し
く
は
法
面
保
護
工
、
排
水
工
、
山
留
工
、
路
側
工
、
谷
止
工
等
を
設
け
て
施
行
す
る
工
事
又
は
ト
ン
ネ
ル
に
巻
立
工
を
設
け
て
施
行

の
り

す
る
工
事

ハ

天
然
の
河
岸
又
は
海
岸
が
欠
壊
し
た
場
合
に
お
い
て
、
堤
防
、
護
岸
、
防
砂
突
堤
等
を
設
け
て
施
行
す
る
工
事

ニ

そ
の
他
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
工
事

二

原
形
の
判
定
が
不
可
能
な
場
合

被
災
地
及
び
そ
の
付
近
の
残
存
施
設
等
を
勘
案
し
、
被
災
後
の
状
況
に
即
応
し
た
工
法
に
よ
り
施
行
す
る
工
事

（
原
形
復
旧
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
な
場
合
の
復
旧
工
事
）

第
三

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
「
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
こ
れ
に
代
る
べ
き
必
要
な
施
設
を
す
る
こ
と
」
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と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
を
い
う
。

一

原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合

イ

河
川
、
海
岸
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
道
路
、
橋

梁

、
水
道
、
下
水
道
又
は
公
園
が
被
災
し
、
河
床
の

り
よ
う

変
動
、
海
岸
て
い
線
の
移
動
そ
の
他
の
地
形
地
盤
の
変
動
の
た
め
、
又
は
そ
の
被
災
施
設
の
除
去
が
困
難
な
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
、
位
置
若
し
く
は
法
線
を
変
更
し
て
施
行
す
る
工
事
又
は
こ

れ
に
伴
い
形
状
若
し
く
は
寸
法
を
変
更
し
、
若
し
く
は
材
質
を
改
良
し
て
施
行
す
る
工
事
若
し
く
は
根
固
工
、
水
制
工
、
床
止
工
、
突
堤
工
、
排
水
工
、

消
波
工
、
擁
壁
工
、
法
面
保
護
工
等
を
設
け
て
施
行
す
る
工
事
又
は
道
路
を
橋

梁

に
変
更
し
て
施
行
す
る
工
事
若
し
く
は
道
路
を
さ
ん
道
若
し
く
は

の
り

り
よ
う

ト
ン
ネ
ル
と
す
る
工
事

ロ

そ
の
他
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
工
事

二

原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な
場
合

イ

河
川
、
海
岸
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
道
路
、
橋

梁

、
水
道
、
下
水
道
又
は
公
園
が
被
災
し
、
河
床
の

り
よ
う

変
動
、
海
岸
て
い
線
の
移
動
そ
の
他
の
地
形
地
盤
の
変
動
の
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
、

当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
、
位
置
若
し
く
は
法
線
を
変
更
し
、
形
状
若
し
く
は
寸
法
を
変
更
し
、
又
は
材
質
を
改
良
し
て
施
行
す
る

工
事
、
根
固
工
、
水
制
工
、
床
止
工
、
突
堤
工
、
排
水
工
、
消
波
工
、
擁
壁
工
、
法
面
保
護
工
等
を
設
け
て
施
行
す
る
工
事
又
は
道
路
を
橋
梁
に
変
更

の
り

し
て
施
行
す
る
工
事
若
し
く
は
道
路
を
さ
ん
道
若
し
く
は
ト
ン
ネ
ル
と
す
る
工
事

ロ

河
川
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
道
路
、
橋

梁

、
水
道
、
下
水
道
又
は
公
園
が
被
災
し
、
そ
の
被
災
施
設

り
よ
う

が
地
す
べ
り
、
崩
壊
等
に
よ
り
著
し
く
埋
そ
く
し
、
又
は
埋
没
し
た
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な
場
合
に
お

い
て
、
当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
、
当
該
施
設
の
近
傍
に
土
砂
止
め
堰
堤
等
を
設
け
て
施
行
す
る
工
事

ハ

河
川
、
海
岸
若
し
く
は
こ
れ
ら
と
効
用
を
兼
ね
る
道
路
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
橋

梁

、
水
道
、
下
水
道
又
は
公
園
が
被
災
し
、
そ

り
よ
う

の
被
災
箇
所
が
新
た
に
河
川
の
水
衝
部
若
し
く
は
海
岸
の
波
浪
収
れ
ん
部
に
な
つ
た
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適

当
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
を
与
え
た
洪
水
、
高
潮
、
波
浪
等
を
対
象
と
し
て
施
行
す
る
必
要
最
小
限
度
の
工
事

ニ

河
川
、
海
岸
若
し
く
は
こ
れ
ら
と
効
用
を
兼
ね
る
道
路
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
橋

梁

、
水
道
、
下
水
道
又
は
公
園
が
被
災
し
、
当

り
よ
う

該
被
災
箇
所
が
河
川
の
水
衝
部
又
は
海
岸
の
波
浪
収
れ
ん
部
で
な
く
な
り
、
か
つ
、
再
び
河
川
の
水
衝
部
又
は
海
岸
の
波
浪
収
れ
ん
部
と
な
る
お
そ
れ

が
な
い
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
施
行
す
る
必
要
最
小
限
度
の
工
事

ホ

河
川
、
海
岸
若
し
く
は
こ
れ
ら
と
効
用
を
兼
ね
る
道
路
若
し
く
は
橋

梁

、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
水
道
、

り
よ
う

下
水
道
又
は
公
園
が
被
災
し
、
そ
の
被
災
箇
所
の
背
後
地
に
集
落
地
、
主
要
交
通
幹
線
路
等
が
あ
る
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と

が
著
し
く
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
を
与
え
た
洪
水
、
高
潮
、
波
浪
、
地
す
べ
り
、
崩
壊
等
を
対
象
と
し
て
施
行
す
る
必
要
最
小
限
度
の

工
事

ヘ

河
川
、
海
岸
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
道
路
、
橋

梁

、
水
道
、
下
水
道
又
は
公
園
が
被
災
し
、
そ
の
被

り
よ
う

災
施
設
に
係
る
改
修
工
事
が
近
く
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
等
の
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
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な
場
合
に
お
い
て
施
行
す
る
必
要
最
小
限
度
の
工
事

ト

河
川
、
海
岸
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
道
路
、
水
道
、
下
水
道
又
は
公
園
が
広
範
囲
に
わ
た
つ
て
被
災
し
、

そ
の
被
災
の
程
度
が
激
甚
で
あ
り
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
を
与
え
た
洪
水
、
高

潮
、
波
浪
、
地
す
べ
り
、
崩
壊
等
を
対
象
と
し
て
被
災
後
の
状
況
に
即
応
す
る
被
災
箇
所
を
含
む
区
間
全
体
に
わ
た
る
一
定
計
画
の
も
と
に
施
行
す
る

必
要
最
小
限
度
の
工
事

チ

河
川
、
海
岸
、
砂
防
設
備
、
道
路
、
水
道
、
下
水
道
又
は
公
園
が
越
水
又
は
越
波
の
た
め
被
災
し
、
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な
場

合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
を
与
え
た
洪
水
、
高
潮
、
波
浪
等
を
対
象
と
し
た
水
た
た
き
工
、
被
覆
工
等
を
設
け
て
施
行
す
る
必
要
最
小
限
度
の
工
事

リ

木
橋
又
は
一
部
が
木
造
で
あ
る
橋

梁

の
木
造
部
分
が
被
災
し
た
場
合
で
、
治
水
上
又
は
道
路
交
通
上
当
該
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が

り
よ
う

著
し
く
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
、
必
要
最
小
限
度
に
お
い
て
、
当
該
木
橋
又
は
木
造
部
分
の
全
部
又
は
一
部
を
永
久
構
造
と
し
て
施
行
す
る
工
事
又

は
こ
れ
に
伴
い
け
た
下
高
を
上
げ
て
施
行
す
る
工
事

ヌ

橋

梁

が
全
延
長
に
わ
た
つ
て
被
災
し
、
洪
水
流
量
の
増
大
、
河
床
の
変
動
等
の
た
め
、
そ
の
被
災
施
設
を
原
形
の
け
た
下
高
で
復
旧
す
る
こ
と
が

り
よ
う

著
し
く
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
を
与
え
た
洪
水
等
を
対
象
と
し
て
、
必
要
最
小
限
度
に
お
い
て
、
全
延
長
に
わ
た
つ
て
け
た
下
高
を
上

げ
て
施
行
す
る
工
事
又
は
こ
れ
に
伴
い
形
状
若
し
く
は
寸
法
を
変
更
し
、
若
し
く
は
材
質
を
改
良
し
て
施
行
す
る
工
事

ル

河
川
、
海
岸
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
道
路
、
橋

梁

、
水
道
、
下
水
道
又
は
公
園
が
被
災
し
、
そ
の
被

り
よ
う

災
施
設
に
接
続
す
る
一
連
の
施
設
の
位
置
、
規
模
、
構
造
等
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
被
災
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
な
場

合
に
お
い
て
、
当
該
接
続
施
設
の
位
置
、
規
模
、
構
造
等
に
合
わ
せ
て
施
行
す
る
工
事

ヲ

そ
の
他
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
工
事

（
事
業
費
目
の
内
容
）

運
輸
省

第
四

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年

令
第
十
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第
三

建
設
省

の
設
計
書
に
計
上
す
る
工
事
費
の
各
費
目
の
内
容
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

本
工
事
費

事
業
の
主
体
を
な
す
施
設
の
工
事
（
工
事
に
必
要
な
仮
設
工
事
を
含
む
。
以
下
「
本
工
事
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
直
接
必
要
な
労
務
費
、

材
料
費
（
材
料
の
運
搬
費
及
び
保
管
料
を
含
む
。
）
及
び
土
地
の
借
料
並
び
に
事
業
主
体
が
負
担
す
る
労
務
者
保
険
料
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
料
、
雇

用
保
険
料
、
厚
生
年
金
保
険
料
、
健
康
保
険
料
等
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
請
負
施
行
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
に
水
管
理
・
国
土
保
全
局
長
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

二

附
帯
工
事
費

事
業
主
体
が
直
接
施
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
本
工
事
に
よ
つ
て
必
要
を
生
じ
た
他
の
施
設
の
工
事
（
工
事
に
必
要
な
仮
設
工
事
を

含
む
。
以
下
「
附
帯
工
事
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
前
号
に
規
定
す
る
本
工
事
費
の
内
容
に
相
当
す
る
部
分
の
経
費
の
合
計
額
と
し
、
当

該
附
帯
工
事
に
係
る
他
の
施
設
の
管
理
者
が
施
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
附
帯
工
事
の
工
事
費
（
測
量
及
び
試
験
費
、
用
地
費
及
び
補
償
費
、
船

舶
及
び
機
械
器
具
費
、
営
繕
費
並
び
に
工
事
雑
費
相
当
額
を
含
む
。
）
及
び
事
務
費
の
総
額
と
す
る
。

三

測
量
及
び
試
験
費

工
事
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
、
測
量
及
び
試
験
に
要
す
る
費
用
と
す
る
。
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四

用
地
費
及
び
補
償
費

工
事
の
施
行
に
必
要
な
土
地
等
の
買
収
費
、
借
料
及
び
工
事
の
施
行
に
よ
つ
て
損
失
を
受
け
る
者
に
対
す
る
補
償
に
要
す
る
費

用
（
補
償
金
に
代
え
て
直
接
施
行
す
る
補
償
工
事
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
と
す
る
。

五

船
舶
及
び
機
械
器
具
費

工
事
の
施
行
に
直
接
必
要
な
機
械
器
具
、
車
両
（
乗
用
車
を
除
く
。
）
船
舶
等
の
購
入
費
、
借
料
、
運
搬
費
（
船
舶
保
険
料

等
を
含
む
。
）
並
び
に
据
付
、
撤
去
、
修
理
及
び
製
作
に
要
す
る
費
用
と
す
る
。

六

営
繕
費

工
事
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
現
場
事
務
所
、
見
張
所
、
倉
庫
、
仮
設
宿
舎
等
の
新
築
（
購
入
を
含
む
。
）
、
改
築
、
移
転
、
修
繕
に
要

す
る
費
用
及
び
借
料
並
び
に
こ
れ
ら
の
建
物
に
係
る
敷
地
の
買
収
費
及
び
借
料
と
す
る
。

七

工
事
雑
費

工
事
の
現
場
事
務
に
必
要
な
備
品
費
、
修
繕
費
、
消
耗
品
費
、
賃
金
、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水
料
、
燃
料
費
、
通
信
運
搬
費
、
筆
耕
翻
訳

料
、
手
数
料
、
広
告
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
、
委
託
料
、
報
酬
及
び
報
償
費
並
び
に
こ
の
費
目
か
ら
賃
金
が
支
弁
さ
れ
る
者
に
係
る
事
業
主
負
担
の
労

務
者
保
険
料
等
と
す
る
。

２

公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務

費
は
、
事
業
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
職
員
の
給
与
（
退
職
手
当
を
除
く
。
）
、
旅
費
及
び
庁
費
（
備
品
費
、
修
繕
費
、
消
耗
品
費
、
賃
金
、
印
刷
製
本
費
、

燃
料
費
、
通
信
運
搬
費
、
筆
耕
翻
訳
料
、
手
数
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
、
委
託
料
、
食
糧
費
等
）
並
び
に
こ
の
費
目
か
ら
賃
金
又
は
給
与
が
支
弁
さ
れ
る

者
に
係
る
事
業
主
負
担
の
保
険
料
等
（
工
事
費
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

第
五
及
び
第
六

削
除

（
工
事
雑
費
）

第
七

工
事
雑
費
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
工
事
費
に
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
と
す
る
。

一

直
営
施
行
に
係
る
工
事
費
（
工
事
雑
費
を
除
く
。)

一
千
分
の
四
十

二

請
負
施
行
に
係
る
工
事
費
（
工
事
雑
費
を
除
く
。)

一
千
分
の
十
五

第
八

削
除

（
主
務
大
臣
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
応
急
工
事
費
の
範
囲
）

第
九

令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
主
務
大
臣
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
応
急
工
事
費
」
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

次
に
掲
げ
る
工
事
に
要
す
る
費
用

イ

一
般
国
道
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
主
要
な
都
道
府
県
道
若
し
く

は
市
道
（
以
下
「
主
要
地
方
道
」
と
い
う
。
）
又
は
主
要
地
方
道
以
外
の
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
で
交
通
上
特
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の

が
被
災
し
て
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
、
こ
れ
ら
の
復
旧
に
長
期
間
を
要
し
、
か
つ
、
適
当
な
う
回
路
が
な
い
た
め
、
緊
急
に
施
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
仮
道
工
事
、
仮
さ
ん
道
工
事
又
は
仮
橋
工
事

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
又
は
橋

梁

が
被
災
し
て
、
民
生
の
安
定
上
必
要
が
あ
る
た
め
、
緊
急
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仮
道
工
事
、

り
よ
う

仮
さ
ん
道
工
事
又
は
仮
橋
工
事

ハ

河
川
、
海
岸
若
し
く
は
こ
れ
ら
と
効
用
を
兼
ね
る
道
路
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
下
水
道
又
は
公
園
が
被

災
し
て
、
通
常
の
状
態
に
お
け
る
流
水
又
は
海
水
が
侵
入
し
、
当
該
被
災
施
設
、
当
該
被
災
施
設
に
隣
接
す
る
一
連
の
施
設
又
は
当
該
被
災
箇
所
の
背
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後
地
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
て
い
る
た
め
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
大
き
い
た
め
、
緊
急
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仮
締
切
工
事

ニ

河
川
、
海
岸
若
し
く
は
こ
れ
ら
と
効
用
を
兼
ね
る
道
路
、
砂
防
設
備
、
地
す
べ
り
防
止
施
設
、
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
、
下
水
道
又
は
公
園
が
被

災
し
て
、
次
期
出
水
等
に
よ
り
当
該
被
災
施
設
、
当
該
被
災
施
設
に
隣
接
す
る
一
連
の
施
設
又
は
当
該
被
災
箇
所
の
背
後
地
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
る

お
そ
れ
が
大
き
い
た
め
、
緊
急
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
欠
壊
防
止
工
事

ホ

水
道
が
被
災
し
て
、
原
水
の
供
給
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
、
浄
水
を
得
る
の
に
重
大
な
支
障
を
与
え
、
又
は
浄
水
の
供
給
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
た
め
、

民
生
安
定
上
緊
急
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
下
の
工
事

水
源
の
取
水
施
設
の
応
急
仮
復
旧
、
あ
る
い
は
代
替
取
水
施
設
に
必
要
な
工
事

(ｲ)

貯
水
施
設
、
導
水
施
設
、
浄
水
施
設
、
送
水
施
設
、
配
水
施
設
に
必
要
な
工
事

(ﾛ)

応
急
的
に
共
同
給
水
装
置
を
設
置
す
る
工
事

(ﾊ)
ヘ

下
水
道
が
被
災
し
て
、
下
水
の
排
除
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
、
又
は
下
水
の
処
理
に
重
大
な
支
障
を
与
え
る
た
め
、
緊
急
に
施
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
仮
排
水
施
設
工
事
又
は
仮
処
理
施
設
工
事

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
費
の
決
定
前
に
施
行
し
た
工
事
の
う
ち
復
旧
工
事
の
全
部
又
は
一
部
と
な
る
も
の
に
要

し
た
費
用

（
主
務
大
臣
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
応
急
工
事
費
等
の
取
扱
い
）

第
十

令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
主
務
大
臣
が
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
応
急
工
事
費
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
費
の
決
定
前
に
施
行
し
た
応
急
工
事
に
係
る
応
急
工
事
費
は
、
別
記
第
一
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。

二

第
九
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
に
掲
げ
る
工
事
に
よ
り
設
置
し
た
施
設
が
被
災
し
、
又
は
当
該
工
事
の
施
行
中
に
手
戻
り
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
当
該
被
災
部

分
又
は
手
戻
り
部
分
に
係
る
新
た
な
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
そ
の
工
事
が
復
旧
工
事
の
一
部
と
な
る
も
の
を
除
き
、
原
則
と
し
て
応
急
工
事
費
と
し
な

い
。

三

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
費
の
決
定
前
に
施
行
し
た
工
事
で
、
適
当
で
な
い
と
認
め
る
工
法
で
工
事
中
の
も
の
又
は
竣
功
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
適
当
な
工
法
に
変
更
さ
せ
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
生
ず
る
手
戻
り
に
要
す
る
費
用
は
、
応
急
工
事
費
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
。

２

令
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
「
応
急
工
事
に
使
用
し
た
材
料
で
復
旧
工
事
に
使
用
で
き
る
も
の
に
要
し
た
費
用
」
の
額
は
、
応
急
工
事
に
使
用
し
た
材

料
で
復
旧
工
事
に
使
用
で
き
る
も
の
に
要
し
た
費
用
と
当
該
材
料
を
復
旧
工
事
に
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
除
却
及
び
運
搬
に
要
す
る
費
用
と
の
合
計
額
と

復
旧
工
事
に
新
た
な
材
料
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
材
料
に
要
す
る
費
用
と
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か
低
額
の
も
の
と
す
る
。

３

令
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
決
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
応
急
工
事
が
竣
功
し
て
い
る
と
き
は
、
精
算
設
計
書
、
竣

功
検
査
調
書
、
請
負
契
約
書
等
そ
の
工
事
の
竣
功
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
設
計
書
に
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
庫
負
担
率
）



- 6 -

第
十
一

国
庫
負
担
率
は
、
そ
の
年
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
公
共
団
体
を
単
位
と
し
て
、
別
に
定
め
る
算
定
様
式
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。

（
維
持
工
事
と
み
る
べ
き
も
の
）

第
十
二

法
第
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
「
維
持
工
事
と
み
る
べ
き
も
の
」
と
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
工
事
（
各
号
の
二
以
上
に
該
当
す
る
も
の

を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
を
い
う
。

一

ト
ン
ネ
ル
の
巻
立
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
軽
微
な
き
裂
の
修
繕
の
み
の
工
事

二

石
積
み
又
は
石
張
り
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
突
込
み
の
み
の
工
事

三

間
詰
め
の
み
の
工
事

四

直
ち
に
破
損
す
る
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
他
に
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
石
積
み
、
石
張
り
等
の
差
狂
い
の
修
正
の
み
の
、
又
は
欠
脱
の
補
充

の
み
の
工
事

五

堤
体
に
被
害
の
な
い
場
合
の
漏
水
止
め
の
み
の
工
事

六

木
工
沈
床
の
わ
く
木
の
軽
微
な
破
損
の
修
繕
の
み
の
、
又
は
そ
の
少
量
の
脱
石
の
補
充
の
み
の
工
事

七

少
量
の
捨
石
の
補
充
の
み
の
工
事

八

堤
防
、
護
岸
等
に
直
接
影
響
の
な
い
程
度
の
河
床
又
は
海
岸
地
盤
の
低
下
に
対
す
る
根
固
め
、
床
止
め
又
は
突
堤
の
み
に
係
る
工
事

九

橋

梁

又
は
ト
ン
ネ
ル
の
照
明
設
備
の
み
に
係
る
工
事

り
よ
う

十

地
す
べ
り
防
止
施
設
等
の
安
定
に
影
響
し
な
い
程
度
の
盛
土
の
流
失
の
補
充
の
み
の
工
事

十
一

待
受
け
式
擁
壁
に
堆
積
し
た
崩
壊
土
砂
で
堆
砂
容
量
に
満
た
な
い
も
の
の
排
除
の
み
の
工
事

た
い

た
い

十
二

下
水
道
の
排
水
施
設
の
埋
そ
く
で
、
埋
そ
く
土
砂
の
断
面
積
が
管
き
ょ
等
の
断
面
積
の
三
割
に
満
た
な
い
も
の
の
排
除
の
み
の
工
事

十
三

土
石
流
対
策
の
た
め
の
砂
防
堰
堤
や
土
石
流
堆
積
工
に
堆
積
し
た
土
砂
等
で
除
石
管
理
基
準
高
を
超
え
な
い
も
の
、
又
は
除
石
管
理
基
準
高
を
超
え

て
堆
積
し
た
土
砂
等
で
少
量
の
も
の
の
排
除
の
み
の
工
事

十
四

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
工
事

（
維
持
管
理
義
務
怠
慢
に
よ
る
災
害
）

第
十
三

法
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
「
甚
だ
し
く
維
持
管
理
の
義
務
を
怠
つ
た
こ
と
に
基
因
し
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
災
害
」
と
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
災
害
を
い
う
。

一

さ
く
工
、
わ
く
工
、
木
工
沈
床
、
木
橋
等
の
甚
だ
し
い
腐
朽
に
よ
り
こ
れ
ら
の
施
設
に
生
じ
た
災
害

二

水
門
、
ひ
門
等
河
川
に
設
け
ら
れ
た
施
設
の
操
作
そ
の
他
の
管
理
の
甚
だ
し
い
不
良
に
よ
り
当
該
施
設
に
生
じ
た
災
害

三

堤
防
に
お
け
る
耕
作
等
に
よ
り
当
該
堤
防
に
生
じ
た
災
害

四

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
災
害

（
維
持
上
又
は
公
益
上
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
河
川
の
埋
そ
く
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
）

第
十
四

河
川
の
埋
そ
く
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
で
、
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
「
維
持
上
又
は
公
益
上
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
」
と
は
、
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次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

河
口
が
埋
そ
く
し
た
た
め
、
破
堤
し
た
場
合
、
洪
水
が
河
岸
を
い
つ
流
し
、
若
し
く
は
堤
外
へ
の
排
水
が
著
し
く
困
難
と
な
り
、
人
家
、
公
共
施
設
、

農
耕
地
等
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
場
合
、
渡
船
等
の
通
行
が
不
能
と
な
つ
た
場
合
又
は
次
期
出
水
で
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
大
き
い
場
合
に
お
け
る
当
該

埋
そ
く
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

二

河
道
が
著
し
く
埋
そ
く
し
た
た
め
、
破
堤
し
た
場
合
、
堤
防
、
護
岸
等
が
欠
壊
し
た
場
合
、
流
水
の
疎
通
を
害
し
人
家
、
公
共
施
設
、
農
耕
地
等
に
甚

大
な
被
害
を
与
え
た
場
合
又
は
次
期
出
水
で
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
大
き
い
場
合
に
お
け
る
当
該
埋
そ
く
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
。
た
だ
し
、
砂
防
堰
堤
の

埋
没
に
係
る
も
の
及
び
砂
防
設
備
の
新
設
を
要
す
る
天
然
の
河
道
の
埋
そ
く
（
砂
防
法
第
三
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
つ
て
同
法
が
準
用
さ
れ
る
天
然
の
河
岸

の
埋
没
で
砂
防
設
備
の
新
設
を
必
要
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。

三

ダ
ム
の
洪
水
調
節
容
量
及
び
事
前
放
流
に
係
る
容
量
内
に
土
砂
等
が
異
常
に
堆
積
し
た
た
め
、
ダ
ム
の
洪
水
調
節
機
能
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
と
な

る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
砂
等
の
堆
積
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

四

ダ
ム
貯
水
池
に
流
木
等
が
異
常
に
堆
積
し
た
た
め
、
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
り
ダ
ム
の
機
能
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当

た
い

該
流
木
等
の
堆
積
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

た
い

五

遊
水
地
に
土
砂
や
流
木
等
が
異
常
に
堆
積
し
た
た
め
、
洪
水
の
貯
留
を
害
し
人
家
、
公
共
施
設
、
農
耕
地
等
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
場
合
又
は
次
期

出
水
で
そ
の
お
そ
れ
が
大
き
い
場
合
、
遊
水
地
の
洪
水
調
節
機
能
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
と
な
る
場
合
、
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
り
遊
水
地
の
機

能
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
砂
及
び
流
木
等
の
堆
積
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

六

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
災
害
復
旧
事
業

（
維
持
上
又
は
公
益
上
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
天
然
の
河
岸
及
び
海
岸
の
欠
壊
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
）

第
十
五

天
然
の
河
岸
及
び
海
岸
の
欠
壊
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
で
、
法
第
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
「
維
持
上
又
は
公
益
上
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ

る
も
の
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

天
然
の
河
岸
が
欠
壊
し
た
た
め
、
人
家
、
公
共
施
設
等
が
流
失
し
た
場
合
、
橋

梁

、
床
止
工
、
井
せ
き
等
の
機
能
が
喪
失
し
た
場
合
、
隣
接
の
堤
防

り
よ
う

若
し
く
は
護
岸
が
損
傷
し
た
場
合
、
河
道
が
著
し
く
変
化
し
て
他
に
被
害
を
及
ぼ
し
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
大
き
い
場
合
に
お
け
る
当
該
欠
壊

に
係
る
災
害
復
旧
事
業

二

天
然
の
海
岸
が
欠
壊
し
た
た
め
、
人
家
、
公
共
施
設
等
が
流
失
し
た
場
合
、
隣
接
の
堤
防
若
し
く
は
護
岸
が
損
傷
し
た
場
合
、
当
該
天
然
の
海
岸
が
堤

防
と
し
て
の
効
用
を
果
し
え
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
大
き
い
場
合
に
お
け
る
当
該
欠
壊
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

三

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
災
害
復
旧
事
業

（
砂
防
指
定
地
内
に
存
す
る
準
用
河
川
及
び
普
通
河
川
の
天
然
の
河
岸
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
）

第
十
五
の
二

砂
防
法
第
三
条
ノ
二
の
規
定
に
よ
つ
て
同
法
が
準
用
さ
れ
る
天
然
の
河
岸
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
災
害
復
旧
事
業
と

す
る
。

一

天
然
の
河
岸
が
埋
没
し
、
第
十
四
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
お
い
て
、
砂
防
堰
堤
等
の
新
設
を
必
要
と
す
る
当
該
天
然
の
河
岸
の
埋

没
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
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二

第
十
五
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
欠
壊
が
広
範
囲
に
わ
た
り
、
か
つ
、
欠
壊
の
程
度
が
激
甚
で
あ
る
た
め
、
欠
壊
箇
所
を
含
む
区
間
全

体
に
わ
た
る
一
定
計
画
の
も
と
に
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
の
当
該
天
然
の
河
岸
の
欠
壊
に
係
る
災
害
復
旧
事
業

（
工
事
施
行
中
に
生
じ
た
災
害
）

第
十
六

法
第
六
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
「
工
事
の
施
行
中
に
生
じ
た
災
害
」
と
は
、
工
事
請
負
契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
着
工
の
日
（
直
営
工
事
に
あ

つ
て
は
着
工
届
等
に
記
載
さ
れ
た
着
工
の
日
）
か
ら
竣
功
検
査
の
完
了
の
日
ま
で
の
間
に
生
じ
た
災
害
を
い
う
。

（
小
規
模
な
施
設
の
直
高
等
）

第
十
七

法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
「
直
高
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
堤
」
と
は
、
河
床
か
ら
天
端
ま
で
の
高
さ
及
び
堤
内
地
の
地
盤
か
ら
天
端
ま

で
の
高
さ
が
い
ず
れ
も
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
を
い
う
。

２

法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
「
幅
員
」
と
は
、
被
災
箇
所
の
総
幅
員
を
い
い
、
道
路
に
あ
つ
て
は
路
肩
か
ら
路
肩
ま
で
の
距
離
と
し
、
橋

梁
り
よ
う

に
あ
つ
て
は
高
欄
の
あ
る
場
合
は
当
該
高
欄
の
内
側
の
距
離
、
高
欄
の
な
い
場
合
は
地
覆
の
内
側
の
距
離
と
す
る
。

３

規
則
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
「
直
高
」
に
は
、
石
垣
又
は
板
さ
く
類
の
根
入
れ
の
深
さ
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

規
則
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
「
車
馬
の
交
通
に
著
し
い
妨
げ
の
な
い
」
と
は
、
幅
員
の
う
ち
車
馬
の
交
通
の
可
能
な
部
分
が
、
原
則
と
し
て
、
幅
員

五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
一
般
国
道
又
は
主
要
地
方
道
に
あ
つ
て
は
当
該
道
路
の
幅
員
の
六
割
以
上
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
つ
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
こ
と

を
い
い
、
「
崩
土
の
た
い
積
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
」
と
は
、
崩
土
の
除
去
の
み
の
事
業
を
い
う
。

（
道
路
の
附
属
物
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
）

第
十
七
の
二

規
則
第
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
道
路
の
防
雪
又
は
防
砂
の
た
め
の
施
設
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
は
、
当
該
施
設
の
う
ち
立
木
を
除
い
た
施
設
に

係
る
災
害
復
旧
事
業
と
す
る
。

（
国
庫
負
担
申
請
の
際
申
請
書
に
添
付
す
る
図
面
等
）

第
十
八

令
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
災
害
復
旧
事
業
の
事
業
費
の
決
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
目
論
見
書
及
び
設
計
書
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
図
面
等

を
添
付
し
て
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
目
論
見
書
に
つ
い
て
は
、
本
省
査
定
分
と
地
方
整
備
局
等
査
定
分
と
を
別
葉
に
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

一

箇
所
図

工
事
箇
所
及
び
工
事
番
号
を
次
の
方
法
に
よ
り
記
入
し
た
図
面
（
管
内
図
又
は
国
土
地
理
院
刊
行
の
縮
尺
五
万
分
の
一
地
図
）

イ

工
事
箇
所
は
、
次
に
定
め
る
記
号
に
従
い
、
都
道
府
県
工
事
の
う
ち
本
省
査
定
分
に
あ
つ
て
は
青
色
、
地
方
整
備
局
等
査
定
分
に
あ
つ
て
は
茶
色
、

市
町
村
工
事
の
う
ち
本
省
査
定
分
に
あ
つ
て
は
赤
色
、
地
方
整
備
局
等
査
定
分
に
あ
つ
て
は
水
色
で
表
示
す
る
こ
と
。

河

川

×

海

岸
（
港
湾
に
係
る
海
岸
を
除
く
）

□

砂
防
設
備

⦿

地
す
べ
り
防
止
施
設

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設

道

路

○
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橋

梁

△

り
よ
う

水

道

下
水
道

公

園

ロ

工
事
番
号
は
、
都
道
府
県
工
事
と
市
町
村
工
事
と
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
発
生
の
年
を
同
じ
く
す
る
災
害
に
つ
い
て
は
、
通
し
番
号
を
付
し
、
黒
色
で

表
示
す
る
こ
と
。

二

気
象
資
料

次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
異
常
な
天
然
現
象
の
説
明
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の

イ

天
気
図

災
害
発
生
当
日
及
び
そ
の
前
後
を
含
む
三
日
間
の
天
気
図

ロ

台
風
経
路
図

発
生
よ
り
衰
弱
ま
で
の
台
風
経
過
地
点
と
そ
の
時
刻
及
び
気
圧
を
あ
わ
せ
て
記
入
し
た
も
の
。
特
に
本
土
に
上
陸
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
詳
細
に

記
入
す
る
こ
と
。

ハ

降
雨
量
分
布
図

都
道
府
県
の
管
内
図
に
災
害
発
生
の
原
因
と
な
つ
た
降
雨
に
係
る
各
観
測
地
点
に
お
け
る
日
雨
量
及
び
連
続
雨
量
を
そ
の
地
点
に
記
入
し
、
か
つ
、

当
該
降
雨
に
係
る
等
雨
量
線
を
記
入
し
た
も
の
。
な
お
、
原
則
と
し
て
前
記
観
測
所
に
お
け
る
時
間
雨
量
分
布
図
を
添
付
す
る
こ
と
。

ニ

風
速
調
書

都
道
府
県
の
管
内
図
に
災
害
発
生
の
原
因
と
な
つ
た
風
に
係
る
各
観
測
地
点
に
お
け
る
風
向
並
び
に
瞬
間
最
大
風
速
及
び
最
大
風
速
を
記
入
し
た
も

の
ホ

そ
の
他

イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
異
常
な
天
然
現
象
の
説
明
に
必
要
な
気
象
資
料
を
イ
、
ロ
、
ハ
及
び
ニ
に
準
じ
て
作
成
し
た
も
の

三

原
因
状
況
資
料

次
に
掲
げ
る
も
の
で
、
被
災
原
因
の
状
況
の
説
明
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の

イ

出
水
状
況
調
書

災
害
発
生
の
原
因
と
な
つ
た
出
水
に
係
る
各
観
測
地
点
に
お
け
る
最
大
洪
水
位
を
記
入
し
た
も
の
。
な
お
、
お
も
な
観
測
地
点
に
お
け
る
洪
水
位
時

間
曲
線
又
は
洪
水
流
量
時
間
曲
線
を
表
わ
す
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。

ロ

波
高
調
書

災
害
発
生
の
原
因
と
な
つ
た
波
高
に
係
る
各
観
測
地
点
に
お
け
る
最
大
波
高
を
記
入
し
た
も
の
。
な
お
、
お
も
な
観
測
地
点
に
お
け
る
災
害
発
生
時

の
潮
位
、
潮
位
偏
差
及
び
波
高
を
記
録
し
た
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
。

ハ

積
雪
・
融
雪
状
況
調
書
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災
害
発
生
の
原
因
と
な
つ
た
積
雪
又
は
融
雪
に
係
る
各
観
測
地
点
に
お
け
る
積
雪
深
、
気
温
の
変
化
等
を
記
入
し
た
も
の

ニ

そ
の
他

イ
、
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
調
書
の
ほ
か
、
被
災
原
因
の
状
況
の
説
明
に
必
要
な
資
料
を
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
準
じ
て
作
成
し
た
も
の

四

災
害
総
計
表

別
記
第
二
の
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
も
の

な
お
、
本
省
査
定
分
と
地
方
整
備
局
等
査
定
分
と
を
別
葉
に
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

２

規
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
面
図
及
び
横
断
面
図
そ
の
他
の
必
要
な
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

平
面
図

縮
尺
五
百
分
の
一
な
い
し
一
千
分
の
一
の
実
測
図
と
し
、
被
災
箇
所
附
近
の
状
況
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。

二

横
断
面
図

縮
尺
百
分
の
一
（
河
幅
が
特
に
広
い
も
の
に
つ
い
て
は
二
百
分
の
一
）
の
実
測
図
と
し
、
既
往
最
高
水
位
、
平
水
位
、
低
水
位
、
被
災
洪
水
位
、
既
往

最
高
潮
位
、
既
往
最
高
波
高
、
朔
望
平
均
満
潮
面
、
朔
望
平
均
干
潮
面
、
被
災
高
潮
位
、
被
災
波
高
及
び
東
京
湾
中
等
潮
位
を
記
入
す
る
こ
と
。

三

縦
断
面
図

縮
尺
縦
百
分
の
一
、
横
一
千
分
の
一
程
度
の
実
測
図
と
し
、
被
災
箇
所
附
近
の
状
況
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。

四

構
造
図

縮
尺
二
十
分
の
一
な
い
し
五
十
分
の
一
と
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
の
図
面

建
築
工
事
、
建
築
設
備
工
事
、
機
械
工
事
又
は
電
気
設
備
工
事
に
お
け
る
縮
尺
百
分
の
一
な
い
し
二
百
分
の
一
の
配
置
等
平
面
図
及
び
断
面
図
等

六

写

真

被
害
の
状
況
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
写
真

（
災
害
復
旧
工
事
の
施
行
中
又
は
着
手
前
の
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
費
の
取
扱
い
）

第
十
九

令
第
三
条
に
規
定
す
る
未
施
行
又
は
未
着
手
の
工
事
の
工
事
費
（
以
下
新
た
な
災
害
が
前
に
生
じ
た
災
害
と
発
生
の
年
を
同
じ
く
す
る
場
合
の
当
該

工
事
費
に
つ
い
て
は
「
内
転
属
額
」
と
い
い
、
発
生
の
年
を
異
に
す
る
場
合
の
当
該
工
事
費
に
つ
い
て
は
「
内
未
成
額
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
工
事
に
係

る
決
定
工
事
費
か
ら
新
た
な
災
害
の
発
生
時
に
お
け
る
既
施
行
又
は
着
手
済
の
工
事
の
出
来
高
を
控
除
し
た
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
既
施
行
又
は
着
手
済
の
工
事
の
出
来
高
は
、
請
負
施
行
に
あ
つ
て
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
実
施
設
計
額
の
う
ち
の
出
来
高
に
請

負
額
と
当
該
実
施
設
計
額
と
の
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
災
害
復
旧
工
事
の
施
行
中
に
新
た
に
災
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
工
事
費
の
取
扱
方
法
は
、
別
記
第
三
の
と
お
り

と
す
る
。

４

災
害
復
旧
事
業
と
災
害
復
旧
事
業
以
外
の
事
業
（
以
下
「
他
の
事
業
」
と
い
う
。
）
と
を
合
併
し
て
施
行
中
に
手
戻
り
を
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
災

害
復
旧
事
業
の
工
事
の
出
来
高
の
算
出
方
法
は
、
別
記
第
四
の
と
お
り
と
す
る
。
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な
お
、
二
以
上
の
災
害
復
旧
事
業
を
合
併
し
て
施
行
中
に
手
戻
り
を
生
じ
た
場
合
の
各
々
の
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
出
来
高
の
算
出
方
法
は
、
別
記
第

四
の
一
の
場
合
に
準
じ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
設
計
の
変
更
）

第
二
十

令
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
軽
微
な
変
更
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
又
は
追
加
を
い
う
。

一

次
に
掲
げ
る
変
更
又
は
追
加
で
、
各
工
事
箇
所
に
つ
い
て
当
該
変
更
又
は
追
加
に
よ
る
工
事
費
の
増
減
が
、
当
該
工
事
箇
所
に
お
け
る
決
定
工
事
費
（
国

土
交
通
大
臣
の
同
意
を
得
て
そ
の
設
計
を
変
更
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
変
更
設
計
額
）
の
三
割
以
内
で
、
か
つ
、
一
千
万
円
以
下
の
も
の
又

は
当
該
決
定
工
事
費
の
三
割
に
相
当
す
る
金
額
が
三
百
万
円
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
三
百
万
円
以
内
の
も
の

イ

誤
測
又
は
違
算
の
訂
正
に
係
る
変
更

ロ

水
勢
又
は
地
形
の
変
動
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
必
要
と
な
る
変
更
の
う
ち
、
工
法
に
変
更
の
な
い
も
の
で
次
に
掲
げ
る
変
更
又
は
追
加

延
長
の
増
減
が
二
割
以
内
で
、
か
つ
、
十
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
変
更

(ｲ)

法
長
又
は
断
面
の
み
の
変
更
（
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

(ﾛ)

仮
設
工
の
変
更

(ﾊ)

交
通
誘
導
警
備
員
又
は
列
車
見
張
員
の
変
更

(ﾆ)

す
り
付
け
工
、
取
付
工
又
は
雑
工
の
変
更
又
は
追
加

(ﾎ)

盛
土
材
料
の
変
更

(ﾍ)
ハ

次
に
掲
げ
る
変
更
で
工
事
の
程
度
に
変
化
を
生
じ
な
い
も
の

杭
打
工
事
の
杭
の
形
式
又
は
寸
法
の
変
更
（
橋

梁

、
水
門
、
閘
門
、
樋
門
及
び
樋
管
並
び
に
下
水
道
の
ポ
ン
プ
施
設
及
び
処
理
施
設
の
基
礎
杭

り
よ
う

こ
う

ひ

ひ

(ｲ)
並
び
に
地
す
べ
り
防
止
施
設
及
び
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
の
抑
止
杭
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

根
固
め
ブ
ロ
ッ
ク
又
は
法
覆
ブ
ロ
ッ
ク
の
形
式
の
変
更

の
り

(ﾛ)

推
定
さ
れ
た
岩
盤
が
存
在
せ
ず
、
又
は
ぜ
い
弱
で
あ
る
た
め
、
岩
着
工
法
を
基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
法
と
す
る
変
更
又
は
十
分
な
強
度
の
岩
盤
が

(ﾊ)
存
在
し
た
た
め
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
基
礎
工
法
を
岩
着
工
法
と
す
る
変
更

遠
心
力
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
管
の
継
手
構
造
の
変
更

(ﾆ)

二

次
に
掲
げ
る
変
更
又
は
追
加
で
工
法
及
び
工
事
の
程
度
に
変
更
の
な
い
も
の

イ

推
定
岩
盤
線
の
変
更
に
よ
る
法
長
又
は
断
面
の
み
の
変
更

の
り

ロ

土
の
変
化
率
に
係
る
土
量
の
変
更

ハ

再
測
量
に
基
づ
き
そ
の
全
数
量
を
計
上
で
き
る
埋
塞
土
又
は
流
木
等
堆
積
物
の
変
更

ニ

搬
出
場
所
の
変
更
に
伴
う
現
場
発
生
材
の
運
搬
費
用
の
変
更
又
は
投
棄
料
の
追
加
若
し
く
は
変
更

ホ

設
計
単
価
又
は
歩
掛
の
変
更
の
う
ち
、
次
の

又
は

に
掲
げ
る
変
更

(ｲ)

(ﾛ)

事
業
実
施
年
度
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
に
発
生
し
た
災
害
に
関
し
令
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
同
意
を
得
た
設
計
労
務

(ｲ)
単
価
及
び
設
計
資
材
単
価
の
変
更
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事
業
実
施
年
度
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
に
発
生
し
た
災
害
に
関
し
令
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
同
意
を
得
た
歩
掛
の
一

(ﾛ)
・
二
倍
に
相
当
す
る
歩
掛
以
内
の
歩
掛
の
変
更

２

令
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
「
水
勢
若
し
く
は
地
形
の
変
動
そ
の
他
の
事
由
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

水
勢
又
は
地
形
の
変
動

二

誤
測
又
は
違
算

三

物
価
の
変
動

四

増
破
（
被
災
部
分
が
当
該
被
災
前
の
被
災
施
設
と
効
用
上
一
体
を
な
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
被
災
施
設
の
復
旧
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
そ
の
復
旧

を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
被
災
を
い
う
。
）

五

そ
の
他
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
事
由

３

令
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
計
の
変
更
の
協
議
の
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
規
則
第
九
条
に
定
め
る
書
類
の
他
、
決
定
設
計
書
の
写
し
及
び
変
更

の
事
由
を
明
ら
か
に
す
る
写
真
そ
の
他
の
資
料
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
庫
負
担
の
対
象
と
し
な
い
工
事
費
）

第
二
十
一

国
庫
負
担
の
対
象
と
し
な
い
工
事
費
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
費
の
決
定
の
基
礎
と
な
つ
た
設
計
（
変
更
設
計
を
含
む
。
）
の
程
度
を
超
過
し
て
施
行
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
超
過

部
分
に
相
当
す
る
工
事
費

二

工
事
の
出
来
高
が
不
足
し
、
又
は
粗
漏
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
手
直
し
又
は
補
強
に
要
す
る
工
事
費

（
工
事
費
の
精
算
）

第
二
十
二

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
事
業
費
の
う
ち
の
工
事
費
の
精
算
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

工
事
費
は
、
一
の
災
害
復
旧
事
業
ご
と
に
精
算
す
る
。

二

内
未
成
額
の
あ
る
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
を
施
行
し
た
場
合
に
、
内
未
成
に
係
る
工
事
の
精
算
額
は
、
当
該
内
未
成
額
に
相
当
す
る
額
と
し
、
新
た
な

災
害
に
係
る
工
事
の
精
算
額
は
、
当
該
工
事
の
竣
功
額
か
ら
内
未
成
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

三

内
転
属
額
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
国
庫
負
担
率
と
新
た
に
発
生
し
た
災
害
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
に
対
す
る
国
庫
負
担
率
と
が
異
な
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
内
転
属
額
の
あ
る
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
を
施
行
し
た
場
合
の
精
算
に
つ
い
て
は
、
前
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
、
前
号
中

「
内
未
成
額
」
と
あ
る
の
は
「
内
転
属
額
」
と
、
「
内
未
成
」
と
あ
る
の
は
「
内
転
属
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四

災
害
復
旧
事
業
と
他
の
事
業
と
を
合
併
し
て
施
行
し
た
場
合
に
は
、
当
該
合
併
施
行
に
係
る
設
計
の
変
更
の
同
意
の
際
工
事
費
の
精
算
方
法
に
つ
い
て

特
別
の
条
件
が
附
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
合
併
施
行
に
係
る
工
事
の
竣
功
額
を
、
当
該
年
度
に
施
行
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
工
事
費
に
比
例

し
て
精
算
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
事
業
が
工
事
費
に
工
事
雑
費
を
含
ま
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
費
は
、
工
事
費
か
ら
工
事
雑
費

を
除
い
た
額
と
す
る
。

な
お
、
二
以
上
の
災
害
復
旧
事
業
を
合
併
し
て
施
行
し
た
場
合
の
精
算
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
精
算
方
法
に
準
じ
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。

五

規
則
第
十
一
条
に
規
定
す
る
残
存
物
件
の
耐
用
年
数
、
継
続
使
用
等
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
の
所
管
に
係
る
補
助
事
業
等
（
道
路
、
河
川
、



- 13 -

住
宅
そ
の
他
の
社
会
資
本
の
整
備
に
関
連
す
る
も
の
（
交
通
に
関
連
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に
お
け
る
残
存
物
件
の
取
扱
い
の
例
に
よ
る
。

六

規
則
第
十
一
条
の
別
に
定
め
る
残
存
価
額
率
に
つ
い
て
は
、
「
補
助
事
業
等
に
お
け
る
残
存
物
件
の
取
扱
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
四
年
三
月
十
二
日

建
設
省
発
会
第
七
十
四
号
）
の
別
表
第
１
残
存
価
額
率
表
と
す
る
。
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別
記
第
一

応
急
工
事
費
の
算
出
方
法

実

施

設

計

額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

実
施
設
計
額
の
精
算
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

実
施
設
計
額
の
う
ち
第
九
各
号
に
掲
げ
る
工
事
に
係
る
部
分
の
設
計
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｃ

Ｃ
の
設
計
単
価
及
び
歩
掛
の
う
ち
に
令
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
同
意
を
得
た
設
計
単
価
及
び
歩
掛
よ
り
高
い
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
も
の
を
国
土
交
通
大
臣
の
同
意
を
得
た
設
計
単
価
及
び
歩
掛
に
更
正
し
て
算
出
し
た
設
計
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｄ

Ｂ
Ｂ

Ｄ
≧
Ｃ
×
｜
の
場
合

Ｃ
×
｜
を
応
急
工
事
費
と
す
る

。

Ａ
Ａ

Ｂ
Ｄ
＜
Ｃ
×
｜
の
場
合

Ｄ
を
応
急
工
事
費
と
す
る

。

Ａ
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別
記
第
二
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別
記
第
三

災
害
復
旧
工
事
を
施
行
中
に
新
た
に
災
害
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
工
事
費
の
取
扱
方
法

第
一
回
災
害

決

定

工

事

費
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

既
施
行
の
工
事
の
出
来
高
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

未

施

行

額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・Ａ

－
Ｂ

＝Ｃ

第
二
回
災
害

新
た
な
災
害
に
よ
る
必
要
工
事
費
（
手
戻
り
額
を
除
く
。)

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｄ

手

戻

り

額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｅ

決

定

工

事

費
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・Ｃ

＋
Ｄ
＋
Ｅ

＝Ｆ

(

内
転
属
又
は
内
未
成
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｃ)

例

図
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別
記
第
四

災
害
復
旧
事
業
と
他
の
事
業
と
を
合
併
し
て
施
行
中
に
手
戻
り
を
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
出
来
高
の
算
出
方
法

一

他
の
事
業
が
工
事
費
に
工
事
雑
費
を
含
む
場
合
の
算
出
方
法

イ

単
年
度
施
行
の
場
合

合
併
実
施
設
計
額
（
事
務
費
を
除
く
。)

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

合
併
実
施
設
計
額
の
う
ち
の
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
費
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

合
併
実
施
設
計
額
の
う
ち
の
他
の
事
業
の
工
事
費
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｃ

合
併
設
計
に
係
る
精
算
見
込
額
（
事
務
費
を
除
く
。)

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｄ

合
併
設
計
に
係
る
工
事
の
出
来
高
設
計
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｅ

Ｂ
Ｄ

災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
出
来
高
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・Ｆ

＝Ｅ
×
｜
×
｜

Ａ
Ａ

ロ

施
行
が
二
箇
年
度
以
上
に
わ
た
る
場
合

災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
う
ち
前
年
度
ま
で
の
出
来
高
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｇ

当
該
年
度
の
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
出
来
高

（
単
年
度
施
行
の
場
合
に
準
じ
て
算
出
す
る
。)

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｈ

災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
出
来
高
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・Ｉ

＝Ｇ
＋
Ｈ

二

他
の
事
業
費
に
工
事
雑
費
を
含
ま
な
い
場
合
の
算
出
方
法

イ

単
年
度
施
行
の
場
合

合
併
実
施
設
計
額
の
う
ち
の
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
費

（
た
だ
し
、
工
事
費
か
ら
工
事
雑
費
を
除
い
た
額
と
す
る
。)

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ａ

合
併
実
施
設
計
額
の
う
ち
の
他
の
事
業
の
工
事
費
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｂ

合
併
実
施
設
計
額
の
う
ち
の
工
事
雑
費
及
び
他
の
事
業
の
事
務
費
の
合
計
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｃ

合
併
実
施
設
計
額
の
う
ち
の
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
雑
費
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｄ

合
併
設
計
に
係
る
工
事
の
精
算
見
込
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｅ

合
併
設
計
に
係
る
工
事
の
出
来
高
設
計
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｆ

Ｃ
の
費
用
に
係
る
精
算
見
込
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｇ

Ｃ
の
費
用
の
う
ち
の
支
出
済
額
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｈ

Ａ
Ｅ

Ｄ
Ｇ

災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
出
来
高
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・Ｉ

＝Ｆ

×

×

＋Ｈ

×
劃
×
劃

Ａ
＋
Ｂ

Ａ
＋
Ｂ

Ｃ
Ｃ
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ロ

施
行
が
二
箇
年
度
以
上
に
わ
た
る
場
合

災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
う
ち
前
年
度
ま
で
の
出
来
高
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｊ

当
該
年
度
の
災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
出
来
高

（
単
年
度
施
行
の
場
合
に
準
じ
て
算
出
す
る
。)

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
Ｋ

災
害
復
旧
事
業
の
工
事
の
出
来
高
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・Ｌ

＝Ｊ
＋
Ｋ


